
 

 
 

（仮称）高槻市バリアフリー基本構想（素案） 概要版 
人にやさしいまち 人がやさしいまち 

I 計画策定について 

 

1.策定経緯 

平成 23 年に策定した高槻市バリアフリー基本構想が目標年次を迎えることから、改正されたバリアフリー法の趣旨

を反映し、これまでのバリアフリーの取組を補完・強化するとともに、公共交通・道路・建築物等のハード整備と心のバリ

アフリーによるソフト面の施策を効率的かつ継続的に推進するため本計画を策定することとしました。 

 

2.計画の位置づけ 

本計画は、バリアフリー法に定める移動等円滑化促進方針及び移動等円滑化基本構想を一体にした計画として策定

します。 

 

II 移動等円滑化促進方針 

 

1.基本理念・基本方針 

基本理念に掲げるバリアフリーのまちづくりを実現するため、基本方針を設定し、重点的かつ一体的にバリアフリー

化を推進します。 

 

 

2.移動等円滑化の促進に関する取組 

移動等円滑化の促進に係る取組は、ハード面、ソフト

面の両側面でバリアフリー化を推進していきます。 

 

3.移動等円滑化促進地区 

バリアフリー化を優先的に進める必要がある地区

を「移動等円滑化促進地区」として設定し、基本理

念・基本方針で示した市域全体の方針を各地区で具

体化します。本市では4地区を移動等円滑化促進地

区として設定し、バリアフリー化を促進します。 

 

 

III 移動等円滑化基本構想 

 

1.移動等円滑化基本構想の考え方 

バリアフリー化を重点的かつ一体的に推進し、面的なバリアフリー化を図ることを目的に、重点整備地区を設定し、既

存施設のバリアフリー化や施設間を結ぶ経路のバリアフリー化を図るために必要となる具体事業を定めることで、高齢

者や障がい者等が施設を利用する際の利便性や安全性の向上を図ります。 

 

2.重点整備地区の整備事業メニュー 

誰もが利用しやすいよう、高齢者、障がい者をはじめとした市民のニーズを反映した整備を行うため、各事業者との

協議を行い、具体的な整備事業メニューを位置づけました。 

 

公共交通特定事業 道路特定事業 建築物特定事業 交通安全特定事業 心のバリアフリー特定事業 

     

ホーム柵の設置、ノン

ステップ車両への更

新、バリアフリートイ

レの改良 等 

道路改良、視覚障が

い者誘導用ブロック

の設置 等 

スロープ・手すりの整

備、バリアフリートイレ

の整備、エレベーター

の設置 等 

音響信号の設置、エス

コートゾーンの設置 

等 

小学校でのバリアフリ

ー体験学習の実施、

研修の充実 等 

 

IV 計画の推進 

 

1.継続的改善の着実な実施 

（スパイラルアップの取組） 

障がい者等を含む市民、各事業者、関係行政機関と

の協働のもと、着実な事業実施を進めるスパイラルアッ

プを図ります。 

 

2.ICTを活用したバリアフリー対策の推進 

ICT（情報通信技術）をはじめとした新しい技術の活

用を積極的に検討し、更なるバリアフリー化の推進を図

ります。 

 

3.社会変化に対応したバリアフリー対策の推進 

コロナ禍において、心のバリアフリーによる対策を推

進するなど、社会変化に対応した柔軟な取組を進めま

す。 

スパイラルアップ
評価と見直しにより、
取組を大きく展開していく

高槻市バリアフリー
推進協議会

協働

協働協働
市民

高齢者・障がい者等
自治会、NPO等

高槻市

関係行政機関

各事業者

公共交通管理者、建築物管理者、
道路・公園管理者、公安委員会等

進捗確認

中間評価

見直し移動等円滑化促進地区/重点整備地区 

 

郡家周辺地区 

富田駅周辺地区 

高槻駅周辺地区 

上牧駅周辺地区 
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